
2023年7月25日 

広島県労働組合総連合 

熊さんの時折々 

▲運動の前進に向け「団結ガンバロー!!」 

▲開会あいさつで熱く語る神部泰議長 

憲法を守り生かし、平和な社会の実現のため 
声を上げ続けよう!! 

・府中町原爆碑 ８時半出発式 

・新庄橋北詰 ９時５分出発式 

・宇品第２公園 ８時 45 分出発式 

〇集結集会＆ペナントアピール行動 

 平和公園噴水前 11 時 15 分～ 45 分 

平和の行事案内 

 広島県労連規約第26条第3項に基づいて規定された役員選

挙規定の定めにより、広島県労連2023年度役員選挙に関する

事項について、下記のとおり告示します。 

記 

１.役員定数 

 選挙する役員と定数は、第

66回評議員会(6月24日・広島

ロードビル)の決定により以下

の通りとします。 

  ①議長     １名 

  ②副議長    ４名 

  ③事務局長   １名 

  ④事務局次長  ３名 

  ⑤幹事    １４名 

  ⑥会計監査   ２名 

２.役員任期 

 役員任期は広島県労連規約

第24条に基づいて、翌年の定期

大会までとなります。 

３.選挙日程 

①立候補の届け出期間は、

2023年8月1日(火)10時より

2023年9月1日(金)12時までと

します。 

②選挙の投票は、郵送により実

施します。（郵送9月5日） 

③投票締め切りは9月14日

(木)17時県労連着とします。 

④開票作業は、9月14日(木)18

時半より県労連事務所にて行

います。 

⑤投票結果の公表は、第35回

広島県労連定期大会(9月16

日)にて行います。 

４.役員立候補の届け出方法 

 役員立候補の届け出は、「役

員立候補届」用紙に必要事項

を記入のうえ、「役員選挙管理

委員会」に提出してください。 

原水爆禁止世界大会 

国民平和大行進 ８月４日（金） 

第68回 広島県労連評議員会 

・国際会議 

 ８月４日(金) 14 時 広島ＪＡビル 

 ８月５日(土) ９時半 広島ＪＡビル 

・ヒロシマデー集会 

 ８月６日(日) 13 時 グリーンアリーナ 

◇とうろう流し 19 時半～ 基町河川公園 

通し行進者お疲れ様会 ８月３日 (木） 

広島ロードビル 

18時～ 行進者の話を聞く会（3F会議室）無料 

19時20分～ 食事会（1F LOTTA） 

参加2000円（要申込＝県労連） 



広島県労連 (2) №402 

ヒロシマ労連 

第39回評議員会開催 
 ６月30日28人が集まり評議員会を開催。

金子秀典副議長による「核兵器をめぐる情

勢」を学習し、評議員会では６人が発言。「憲

法を暮らしに生かし核兵器廃絶のための声を上げ続けましょう」

との大会アピールを採択しました。 

 寺本和男議長は挨拶で「子どもたちはプー

ルでの水泳授業を楽しみにしているが、プー

ルの底が壊れても修理費が高いから直さな

い。近くの民間プールに泳げに行け」と言う

広島市教育委員会の不条理に言及。「平和記

念公園とパールハーバー国立記念公園アメ

リカの姉妹公園協定する」ことに言及。姉妹公園協定の締結が「な

ぜ今なのか」「どんな意図なのか」、被爆地ヒロシマから宣言した

「核兵器は平和に役立ち必要とする『核抑止』を肯定したヒロシマ

ビジョンと無関係なのか」と語りました。 

▲７月５日、平和公園を出発する国民平和大行進 

ノーモア・ヒロシマ ノーモア・ナガサキ 

核兵器なくそう！ 戦争の準備やめて 

▲７月６日、佐伯区役所で挨拶する高東さん（右端） 

▲フラッグを掲げてにこやかに行進 
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▲集会で「引き続き奮闘しよう！」 

「はだしのゲン」削除問題学習会 

 「『はだしのゲン』削除問題とひろしま平和ノート」学習交流

集会を７月９日（日）に「広島の文化の未来を考える教職員の

会」と市教組（全教）の共催で開催しました。当日は警報が出

るほどの悪天候でしたが、60人もの参加があり、この問題への

関心の高さが現れました。 

 講師の井村さんは「新しい平和ノートでは、原爆を落とした

国名や憲法９条、日本の戦争加害、核兵器廃絶に向けた平和運

動などが書かれていない」と批判。続いて辻さんからは「指導

書に『外務省のＨＰを参考に』とあり日米の核抑止が前提の核

軍縮の考え

方に子ども

を誘導しよ

うとしてい

る」と痛烈

に批判しま

した。 
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広島生活保護裁判を支援する会 

第17回総会 
 ７月９日開催された総会には52人が参加。花園大

学社会福祉学部吉永淳教授が「天王山！いのちのとり

で裁判と生活保護裁判の到達点」と題して講演、吉永

氏は「生活保護は、すべての社会保障の岩盤である。

その生活保護で社会的な付き合いができないのは大き

な問題」とし、「日本社会では１人分の食事が110円

以下の家庭が４割にもなる。セーフティネットで救え

ない多くの国民がいる。」ことを紹介。「生活保護裁判

は、日本の社会保障にとっても天王山である」と強調

しました。 

 最後に「日本の相対的貧困世帯（年収127万円）は、

1,932万人に及ぶが、生活保護を受給している世帯は

その10分の１程度にしかならない（補足率）ことが問

題」とし、『生活保護は何のためにある？』かを私た

ち一人ひとりが考えていくことが大切」と話しました。 


